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新しい学校づくりに向けて －室根地域小学校統合の経過－ 

室根地域の小学校統合についての検討は、

平成 28年 7月～8月に開かれた「室根地域学

校統合に係る懇談会」内で検討委員会を組織

して進めることとしました。 

同年 10月、「室根地域学校統合整備検討委

員会」を設置。本格的に検討が始まりました。 
平成 30 年 10 月に行われた検討委員会内

で、①室根中学校の敷地内に新校舎を整備す

る②2 校を 1 校に統合する―などの「基本方

針案」が決定されました。 

その後、室根地域内全戸へのチラシ配布と

住民説明会を実施。同年 12月、整備検討委員

会委員長から「室根地域小学校統合基本方針

構想に係る提言書」が教育長に提出され、教

育委員定例会で「新校舎建設後平成 34年（令

和４年）４月統合」の方向性が決定されまし

た。 

平成 31年 1月、「室根地域小学校統合整備

推進委員会」を組織。「室根地域統合小学校整

備基本構想」をまとめ、同年 4月、整備推進

委員会委員長から提言書として教育委員長に

提出され、教育委員会定例会で報告し、了承

を得ました。 

令和元年６月、「室根地域小学校統合整備推

進委員会」を新体制で組織。現在も検討が続

いています。 

現時点で見込まれる主なスケジュールをお知らせします 

●令和元年度…敷地測量調査（委託期間：令和元年 8～11月）、校舎等設計業務（委託期間：令和元

年 11月～令和 2年 8月）、建設地地質調査（委託期間：令和 2年 1～3月）、市議会での小学校統

合承認（令和 2年 3月／市議会での改正条例の議決） 

●令和２年度…敷地整地工事（工事期間：令和 2 年 5～11 月）、各種工事実施設計（グラウンド整

備、屋外環境整備、プール建設など）、校舎等建設工事（工事期間：令和 3年 1～12月） 

●令和３年度…各種工事（プール建設、屋外環境整備、グラウンド整備など）、学校用物品の納入、

閉校式（令和 4年 3月） 

●令和４年度…開校式（令和 4年 4月） 

統合小学校整備スケジュール 
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室根地域小学校統合整備推進委員会の紹介 

平成 31年 1月に組織された「室根地域小

学校統合整備推進委員会」について、組織や

検討する項目などをお知らせします。 

整備推進委員会は、ＰＴＡ関係者、自治会

関係者、学識経験者、学校関係者からの 22

人で組織しています。全体委員会のほか４

つの専門部会を設置し、それぞれの分担を

決めて検討しています 

 

●室根地域小学校統合整備推進委員会 

・全体員会（委員全員） 

・専門部会 

1．校舎等整備検討部会（校舎等の整備の

検討）／2．学校経営部会（学校経営方針

等の検討）／3．ＰＴＡ等活動部会（ＰＴ

Ａ活動等の検討）／4．通学対策部会（通

学対策等の検討） 

 

●整備推進委員会委員(令和元年度。敬称略) 

・委員長…千葉鐵男 

・副委員長…千葉孝 

・委員（順不同）…小野寺新吾、遠藤貴文、

河合純子、菅原豊、及川正幸、水戸義郎、西

城稔、菊地達也、加藤麻衣、佐藤佳恵、熊谷

福男、三浦有一、及川達雄、小原純子、佐藤

泰彦、千葉寿恵、澤田章弘、木村慶太、加藤

潤、熊谷佳美 

●平成 30年度までの委員（所属組織からの

退会による解任。敬称略・順不同） 

千葉栄一（副委員長）、三浦毅、佐藤菜穂、

小山晃弘、山田早富、高橋澄夫、佐藤弘幸、

及川隆志、髙橋祐子 

設計委託業者は（株）久米設計東北支社に決定 

●統合小学校の学校づくりについての意見は下記まで 

室根地域小学校統合整備推進委員会事務局／一関市役所室根支所地域振興課内 

TEL：0191-64-2111 FAX0191-64-2115 MAIL：muroshinko@city.ichinoseki.iwate.jp 

新校舎等の建築設計業者は、プロポーザ

ル方式で、（株）久米設計東北支社に決定し

ました。 

プロポーザル方式とは、複数の設計業者

からイラストやイメージ図等の提出を求

め、設計体制や実施方法、設計に対する考え

方等の企画書による提案を、総合的に審査

して設計業者を選定する方式です。 

設計業務は令和２年８月まで予定されて

います。 

各階のレイアウトなどの基本設計の協議

は、整備推進委員会内で、以下のとおり進め

ることを確認しました。 

 

①プロポーザル提案内容の説明会の開催 

②意見を集約し、校舎等整備検討部会で検

討 

③整備推進委員会への基本設計原案の提案 

④原案をもとに関係者による最終案の検討 

⑤整備推進委員会での最終案の確認、公表 


